
【
注
意
事
項
】

◦
必
ず
購
入
前
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
込
】

高
齢
福
祉
課
、
赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
、
市

民
生
活
課
（
渥
美
支
所
）
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
見
積
書
を
添
え
て

提
出

※
申
請
書
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▪
家
具
転
倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け

【
対
象
】

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
単
身
世
帯
ま
た
は

65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯
。

※
器
具
の
設
置
が
完
了
し
て
い
る
世
帯
、
同
一
敷

地
ま
た
は
隣
接
敷
地
に
親
族
が
居
住
し
て
い
る

場
合
は
対
象
外

【
内
容
】

　
寝
室
・
居
間
な
ど
に
置
か
れ
た
家
具（
タ
ン
ス
・
食

器
棚
な
ど
）に
器
具
を
取
り
付
け
固
定
し
ま
す
。

「
日
常
生
活
用
具
の
給
付
」

「
家
具
転
倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け
」

　
市
で
は
、
高
齢
者
を
対
象
に
さ
ま
ざ
ま
な
生

活
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
「
日
常
生
活
用
具
の
給
付
」
と
「
家

具
転
倒
防
止
器
具
の
取
り
付
け
」
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。

▪
日
常
生
活
用
具
の
給
付

【
対
象
】

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
単
身
世
帯
ま
た
は

65
歳
以
上
の
方
の
み
の
世
帯
で
、
心
身
機
能

の
低
下
に
伴
い
、
防
火
な
ど
の
配
慮
が
必
要

な
方

【
内
容
】

　

家
庭
で
の
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
た
め
、

次
の
用
具
を
給
付
し
ま
す
。

◦
電
磁
調
理
器
（
基
準
額
４
万
１
０
０
０
円
）

◦
自
動
消
火
器
（
基
準
額
２
万
８
７
０
０
円
）

◦
火
災
報
知
機
（
基
準
額
１
万
５
５
０
０
円
）

【
利
用
者
負
担
額
】

基
準
額
の
範
囲
内
で
の
申
請
時
、
生
計
中
心

者
の
前
年
度
所
得
税
に
よ
り
下
表
の
と
お
り

利
用
者
負
担
額
が
決
ま
り
ま
す
。

※
基
準
額
の
超
過
分
は
利
用
者
が
負
担

※
取
り
付
け
は
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

が
実
施

【
利
用
者
負
担
額
】

１
万
円
ま
で
無
償

※
超
過
分
は
利
用
者
が
負
担

【
注
意
事
項
】

◦
必
ず
取
り
付
け
前
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◦
取
り
付
け
は
家
具
な
ど
４
組
ま
で

【
申
込
】

高
齢
福
祉
課
、
赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
、
市

民
生
活
課
（
渥
美
支
所
）
に
あ
る
申
請
書
、

確
約
書
、
賃
貸
人
の
承
諾
書
（
借
家
な
ど
の

場
合
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出

※
申
請
書
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

　
高
齢
者
の
み
の
世
帯
な
ど
で
は
火
の
使
用
に

不
安
の
あ
る
方
も
い
ま
す
。
ま
た
、
地
震
災
害

時
に
は
火
の
始
末
だ
け
で
な
く
、
家
具
の
転
倒

な
ど
も
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
ぜ
ひ
こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
し
、
非
常
時
の

安
全
確
保
に
備
え
て
く
だ
さ
い
。

▼
高
齢
福
祉
課

☎
23
‐
４
６
５
４

23
‐
３
５
４
５

１
０
０
３
７
０
７

生計中心者の
前年度所得税

利用者負担額
（最大）

非課税 無料

10,000円以下 16,300円

10,001円～
30,000円　 28,400円

30,001円～
80,000円　 42,800円

80,001円～
140,000円　 52,400円

※表以上の所得税の場合は対象外

▪日常生活用具　利用者負担額
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